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第
二
地
方
銀
行
が
扱
う
高
齢
者
に
対
す
る
外
国
債
券
型
投
資
信
託
販
売
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
消
費
者
を
取
り
巻
く
市
場
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
リ
ス
ク
の
あ
る
金
融
商
品
が
身
近
な
金
融
機
関
で
販
売
さ
れ
て

い
る
。
特
に
地
方
で
は
、
地
域
密
着
型
を
謳
い
、
投
資
信
託
の
知
識
や
経
験
も
無
い
一
人
暮
ら
し
の
老
人
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
地
方
銀
行
で
は
「
貯
蓄
よ
り
投
資
」
が
得
だ
と
セ
ー
ル
ス
し
、
不
招
請
勧
誘
に
奔
走
し
て
い
る
現

実
が
あ
る
。
今
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
寄
せ
ら
れ
る
金
融
商
品
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
件
数
は
急
増
し
て
お

り
、
中
で
も
外
国
債
券
型
投
資
信
託
に
関
す
る
苦
情
の
多
発
は
、
高
齢
者
が
投
資
信
託
を
十
分
理
解
・
納
得
・
自
己
決
定
し
て

購
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
苦
情
は
、
六
十
代
、
七
十
代
、
八
十
代
が
多
く
、
苦

情
や
ト
ラ
ブ
ル
の
多
く
は
高
齢
者
や
主
婦
、
年
金
生
活
者
が
占
め
、
特
に
地
方
に
住
む
一
人
暮
ら
し
と
い
う
、
決
し
て
投
資
信

託
に
積
極
的
で
は
な
い
環
境
下
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
出
し
て
い
る
。
そ
の
販
売
方
法
に
関
し
て
は
、
店
舗
外
（
訪
問
）
で
の
販

売
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
、
密
室
で
の
契
約
故
に
深
刻
な
問
題
に
発
展
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
目
立
ち
、
そ
の
苦
情
内
容
は
、

不
実
告
知
、
リ
ス
ク
説
明
な
し
、
解
約
拒
否
、
無
断
契
約
、
不
誠
実
な
苦
情
処
理
、
適
合
性
の
原
則
違
反
、
断
定
的
判
断
な
ど

で
あ
る
。

特
に
、
販
売
側
が
第
二
地
方
銀
行
の
場
合
、
投
資
信
託
の
複
雑
な
仕
組
み
や
リ
ス
ク
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
現
状

一



も
あ
り
、
契
約
優
先
の
実
態
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
高
い
手
数
料
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
不
招
請
勧
誘
、
す
な
わ
ち
不

適
正
な
販
売
方
法
に
陥
り
や
す
く
、
リ
ス
ク
の
理
解
を
欠
い
た
ま
ま
、
高
齢
者
を
契
約
に
至
ら
し
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後

の
契
約
者
及
び
そ
の
家
族
の
苦
情
や
ト
ラ
ブ
ル
に
対
す
る
対
応
は
不
誠
実
で
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
も
未
熟
な
点
は
見
逃

せ
な
い
問
題
で
あ
る
。

地
方
銀
行
に
お
い
て
は
統
一
さ
れ
た
契
約
や
販
売
対
象
の
基
準
や
ル
ー
ル
は
無
く
、
実
態
は
全
く
不
透
明
で
あ
り
、
情
報
公

開
も
無
い
た
め
に
、
孤
立
し
た
被
害
者
は
泣
き
寝
入
り
し
て
い
る
状
況
下
に
あ
り
、
い
ま
だ
監
督
官
庁
の
消
費
者
保
護
が
不
十

分
な
点
も
、
被
害
者
急
増
の
大
き
な
要
因
と
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
地
方
銀
行
に
お
け
る
投
資
信
託
商
品
等
の

販
売
基
準
等
の
情
報
公
開
及
び
そ
の
分
析
と
現
状
把
握
は
急
務
と
考
え
る
。

以
下
、
高
齢
者
被
害
の
象
徴
で
も
あ
る
、
「
第
二
地
方
銀
行
が
扱
う
外
国
債
券
型
投
資
信
託
商
品
」
の
契
約
状
況
に
つ
い
て

確
認
を
す
る
た
め
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

各
行
、
高
齢
者
と
の
契
約
に
際
し
て
の
条
件
、
基
準
、
ル
ー
ル
等
、
定
め
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
に
関
し
て
も
、
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

高
齢
で
あ
る
契
約
者
の
商
品
の
理
解
、
運
用
能
力
有
無
の
判
断
の
基
準
等
に
つ
い
て
も
、
各
行
と
も
に
ど
う
い
う
基
準
を

二



定
め
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

各
行
、
「
高
齢
者
」
と
称
す
る
基
準
は
何
歳
以
上
か
、
ま
た
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、
都
市
銀
行
が

定
め
る
高
齢
者
契
約
年
齢
は
「
七
十
歳
」
と
い
う
基
準
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
昨
年
、
福
島
銀
行
は
高
齢
者
年
齢
を
「
七

十
五
歳
」
と
決
め
て
い
る
。
地
方
に
住
む
高
齢
者
の
方
が
適
合
性
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
な
ぜ
福
島
銀
行
は
「
七

十
五
歳
」
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

各
行
、
高
齢
者
の
年
齢
基
準
に
つ
い
て
基
準
枠
を
決
定
し
た
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
と
の
契
約
に
際
し
、
家
族
へ
の
確
認
や
連
絡
体
制
等
の
ル
ー
ル
は
定
め
て
あ
る
か
、
各
行
の
状
況

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
契
約
者
の
契
約
商
品
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
を
認
知
し
て
い
る
家
族
の
割

合
と
、
ま
た
各
行
が
ど
の
よ
う
な
方
法
、
手
段
で
、
離
れ
て
住
む
家
族
に
告
知
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

六

契
約
者
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
各
行
は
ど
ん
な
基
準
を
定
め
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
特
に
、
一
人
暮
ら
し
の

高
齢
者
と
の
契
約
に
関
し
、
適
合
性
の
原
則
基
準
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

現
代
社
会
に
お
い
て
は
認
知
症
患
者
が
急
増
し
て
お
り
、
普
段
の
生
活
か
ら
は
な
か
な
か
見
抜
け
な
い
こ
と
か
ら
、
ト
ラ

三



ブ
ル
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
各
行
は
認
知
症
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
理
解
と
契
約
判
断
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

八

各
行
、
高
齢
者
と
の
契
約
に
適
合
性
に
問
題
あ
り
と
判
断
す
る
基
準
は
何
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
場
合

の
対
応
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

高
齢
者
と
の
契
約
後
、
認
知
症
な
ど
精
神
的
疾
患
の
診
断
書
や
医
師
の
証
明
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
各
行
の
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

各
行
、
七
十
歳
以
上
の
外
国
債
券
型
投
資
信
託
の
契
約
数
と
、
契
約
全
体
と
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

各
行
、
七
十
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
外
国
債
券
型
投
資
信
託
契
約
件
数
と
契
約
全
体
と
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

十
二

各
行
、
七
十
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
外
国
債
券
型
投
資
信
託
契
約
者
数
の
う
ち
、
訪
問
（
店
舗
外
）
に
よ
っ
て
契
約

し
た
件
数
と
店
舗
内
で
契
約
し
た
契
約
数
、
及
び
そ
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

各
行
、
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
の
外
国
債
券
型
投
資
信
託
契
約
に
お
け
る
苦
情
件
数
、
及
び
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
場
合
の
対
応
、
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
か
、
明
ら
か

四



に
さ
れ
た
い
。

十
四

こ
の
九
月
か
ら
新
し
い
金
融
商
品
取
引
法
が
施
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
法
律
で
は
、
個
々
人
が
理
解
出
来
る
程
度
及
び
理

解
出
来
る
方
法
で
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
説
明
し
な
い
場
合
は
禁
止
行
為
違
反
と
み
な
さ
れ
る
。
合
わ
せ
て
、

金
融
商
品
販
売
法
が
改
正
さ
れ
、
個
々
の
消
費
者
が
理
解
出
来
る
程
度
及
び
理
解
出
来
る
方
法
で
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
説

明
を
怠
っ
た
場
合
は
、
説
明
義
務
違
反
と
な
り
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
る
。
さ
ら
に
、
監
督
指
針
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
管

理
判
断
能
力
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
契
約
者
の
適
合
性
の
判
断
基
準
が
著
し
く
厳
し
く
な
っ
て
い

く
状
況
下
に
お
い
て
、
第
二
地
方
銀
行
各
行
は
、
ど
う
い
う
対
応
及
び
検
討
を
為
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

以
上
、
第
二
地
方
銀
行
協
会
会
員
各
行
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
五

第
二
地
方
銀
行
協
会
は
、
各
会
員
行
の
高
齢
者
と
の
契
約
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
事
例
は
ど
の
よ
う
に
把
握
、
管
理
さ
れ

て
い
る
の
か
、
協
会
で
は
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
六

第
二
地
方
銀
行
協
会
に
お
い
て
は
、
統
一
さ
れ
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
及
び
基
準
が
必
要
と
考
え
る
。
特
に
高
齢

者
及
び
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
所
属
の
各
行
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
る
の
か
、
明
ら

五



か
に
さ
れ
た
い
。
更
に
、
政
府
は
協
会
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
い
、
ま
た
今
後
行
っ
て
い
く
つ
も
り
な
の
か
、
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


